
八王子市母子・女性緊急一時保護事業実施要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、緊急に保護が必要な母子又は女性に対して、市長が指定する施設（以

下「施設」という。）の利用を提供し、必要な保護、相談、援助等を行い、その自立への

支援を講ずるまでの一時的な保護を行うこと（以下「一時保護」という。）により、母子

及び女性の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （対象者） 

第 2 条 一時保護を受けることができる者は、市内に住所を有し、又は配偶者の暴力等か

ら市内に避難してきた母子（子は、原則として１８歳未満の者とする。以下同じ。）若

しくは女性であって、緊急に一時保護を必要とする者のうち、公共の緊急一時保護施設

を利用できない者とする。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）疾病のため、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病

院若しくは同条第２項に規定する診療所に入院若しくは入所し、又は介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第８条第２２項に規定する介護保険施設に入院又は入所する

必要がある者 

（２）心身の障害により常時介護を必要とする者 

（３）感染症にかかり、又はかかっている疑いのある者 

（４）精神障害等により集団生活又は施設の管理運営に支障を来たすおそれのある者 

（５）前各号に掲げる者のほか、市長が一時保護することが適当でないと認めた者 

（事業の実施） 

第３条 この事業の実施主体は、八王子市とする。ただし、施設を運営する社会福祉法人

等に事業の実施を委託して行うものとする。 

 （一時保護の申請等） 

第４条 一時保護を受けようとする者は、八王子市母子・女性緊急一時保護申請書（第１

号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、一時保護を承認

するときは八王子市母子・女性緊急一時保護承認通知書（第２号様式）により、一時保

護を承認しないときは八王子市母子・女性緊急一時保護不承認通知書（第３号様式）に

より、当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により一時保護を承認したときは、八王子市母子・女性緊急一時

保護依頼書（第４号様式）に世帯状況、生活履歴等を記録した書類を添付して、施設の

長に依頼するものとする。 

 （一時保護の期間） 

第５条 一時保護の期間は、７日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると



認めるときは、必要最小限の範囲内で当該期間を延長することができる。 

 （一時保護の解除） 

第６条 市長は、前条の一時保護の期間が終了したとき又は一時保護の必要がなくなった

と認めるときは、一時保護を解除するものとする。この場合において、市長は、当該一

時保護を受けている者に対しては、八王子市母子・女性緊急一時保護解除通知書（第５

号様式）により、施設の長に対しては、八王子市母子・女性緊急一時保護実施解除通知

書（第６号様式）により通知するものとする。 

 （一時保護の取消し） 

第７条 市長は、一時保護を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

一時保護を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該一時保護を受けて

いる者に対しては、八王子市母子・女性緊急一時保護取消通知書（第７号様式）により、

施設の長に対しては、八王子市母子・女性緊急一時保護実施取消通知書（第８号様式）

により通知するものとする。 

  （１）施設の居室若しくは貸与物品を転貸し、又は他の目的に使用したとき。 

  （２）施設の風紀を乱し、又は著しく他人の迷惑となる行為をしたとき。 

  （３）保護の対象とした者以外の者を施設の居室に宿泊させ、又は宿泊させようとし

たとき。 

  （４）施設の長に無断で外泊したとき。 

  （５）第２条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 （費用） 

第８条 一時保護に係る費用は、徴収しない。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年３月２７日から施行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


